
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



適用イメージ 物品販売店舗（延べ床面積3,500㎡、課税標準額500,000千円）において、バ
リアフリートイレ及びエレベーターの整備を行い、総工事費が30,000千円。

バリアフリートイレの整備

エレベーターの整備

既存建築物バリアフリー改修の補助（※１） 減税額（※２）

改正後

特別特定建築物について、既存建築物バリアフリー改修事業の補助を受けて、建築物移動等円滑化基準
もしくは建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリアフリー改修（※）を行った場合に、工事完了
の翌年度から２年度分、当該建築物の固定資産税・都市計画税（それぞれ改修工事費用の５／100を上
限）について、１／３を参酌して自治体が条例で定める割合分（１／６～１／２）の金額を減額する。

総工事費30,000千円

国:10,000千円 自治体:10,000千円 2,000千円
自己負担額
8,000千円

補助＋特例により自己負担率を約１／４に軽減（補助66.7％＋税特例6.7%）

改正前

特別特定建築物のうち、劇場・ 音楽堂等について、建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリア
フリー改修を行った場合に、工事完了の翌年度から２年度分、当該建築物の固定資産税・都市計画税
（それぞれ改修工事費用の５／100を上限）について、１／３の金額を減額する。

※１:国・自治体の補助率がそれぞれ１／３の場合
※２:固定資産税・都市計画税について、それぞれ工事費用の5/100の1/3を２年間減額

※改修部分が基準に適合していれば、部分的な改修でも対象



社会資本整備総合交付金等にて支援






